
                              議案第２０号  

 

       鹿 沼 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て        

 

 次のように改める。 

  令和７年２月１９日提出  

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 

 

 

 

 

   鹿沼市手数料条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市手数料条例（昭和４８年鹿沼市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則

第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の宅地造成等

規制法（次の部において「旧法」という。）第８条第１項の規定に基づく宅地造成に

関する工事の許可の申請に対する審査の部を次のように改める。  

宅地造成及び特定

盛土等規制法（昭

和 ３ ６ 年 法 律 第 

１９１号）第１８

条第１項の規定に

基づく宅地造成若

しくは特定盛土等

に関する中間検査

又は同法第３７条

第１項の規定に基

づく特定盛土等に

関 す る 中 間 検 査

（同法第１５条第

２項又は第３４条

第２項の規定によ

り同法第１２条第

１項又は第３０条

第１項の許可を受 

(1) 中 間 検 査 を 行 う 部 分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

３，０００平方メートル以

内の場合 

１件につき ３，７００円 

(2) 中 間 検 査 を 行 う 部 分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

３，０００平方メートルを

超え２０，０００平方メー

トル以内の場合 

１件につき ５，６００円 

(3) 中 間 検 査 を 行 う 部 分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

２０，０００平方メートル

を超え４０，０００平方 

メートル以内の場合 

１件につき ９，４００円 

( 4 )  中間検査を行う部分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

４０，０００平方メートル

を超え７０，０００平方 

１件につき １６，０００円 



けたものとみなさ

れる宅地造成又は

特定盛土等に関す

る工事に係るもの

に限る。） 

 メートル以内の場合  

(5) 中 間 検 査 を 行 う 部 分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

７０，０００平方メートル

を超え１００，０００平方

メートル以内の場合 

１件につき ２８，０００円 

(6) 中 間 検 査 を 行 う 部 分 

の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 

１００，０００平方メート

ルを超える場合 

１件につき ３９，０００円 

 別表第１旧法第１２条第１項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変

更の許可の申請に対する審査の部を削る。  

 別表第２の１の部を次のように改める。  

１ 建築基準法（昭

和２５年法律第

２０１号。以下こ

の 表 に お い て

「法」という。）

第６条第１項の

規定による確認

又は法第１８条

第２項の規定に

よる通知（法第 

８７条第１項、第

８７条の４又は

第８８条第１項

若しくは第２項

において準用す

る場合を含む。） 

(1) 建築物に関する確認申請手数料  

   

申請部分の床面積の合計 申請１件につき 

３０平方メートル以下 ９，０００円 

３ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え  

１００平方メートル以下 

１６，０００円 

１００平方メートルを超え 

２００平方メートル以下 

２８，０００円 

２００平方メートルを超え 

５００平方メートル以下 

４３，０００円 

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下  

６６，０００円 

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

下 

９４，０００円 

 ２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以下 

１９０，０００円 

 

  １０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メート

ル以下 

３１０，０００円 

５０，０００平方メートルを

超えるとき。 

５６０，０００円 

  確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物

の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更  



  の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る床面積

の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、増加

する部分の床面積）を床面積とする。  

 (2) 仕様基準（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成２７年法律第５３号）第２条第１項

第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以

下この項及び６２の項において「建築物エネルギー消

費性能基準」という。）であって、市長が指定するもの

をいう。以下同項において同じ。）を用いた場合  次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を前号に

掲げる金額に加算した額  

 

 ア  一戸建ての住宅  

  

  申請部分の床面積の合計 申請１件につき 

  ２００平方メートル未満 １１，０００円 

  ２００平方メートル以上 １３，０００円 

 イ  長屋又は共同住宅  

  

   申請部分の床面積の合計  申請１件につき  

  ３００平方メートル未満  ２１，０００円  

  ３００平方メートル以上  

２，０００平方メートル未満  

３４，０００円  

   ２，０００平方メートル以上  

５，０００平方メートル未満  

５４，０００円  

  ５，０００平方メートル以上  ７１，０００円  

 (3) 建築設備及び工作物に関する確認申請手数料  

 

 種類 １基につき 

  建築設備（小荷物専用昇降機

を除く。次項において同じ。） 

１５，０００円 

  確認を受けた建築設備の計画

の変更 

８，０００円 

  小荷物専用昇降機 ７，０００円 

  確認を受けた小荷物専用昇降

機の計画の変更 

６，０００円 

  工作物 １３，０００円 

  確認を受けた工作物の計画の  ７，０００円 



  変更  

 別表第２の２の部中「第７条第１項」を「第７条第４項又は第１８条第２１項」

に改め、同部建築物に関する完了検査申請手数料の項中  

「    「    

 

２０，０００円 

２５，０００円 

３６，０００円 

６３，０００円 

８１，０００円 

１５０，０００円 

２４０，０００円 

４７０，０００円 
 

 を  

２２，０００円 

３２，０００円 

５０，０００円 

７５，０００円 

９７，０００円 

１８０，０００円 

２８０，０００円 

５６０，０００円 
 

 に改め、 

  」    」  

同部中間検査の合格証交付を受けた建築物に関する完了検査申請手数料の項中  

「    「    

 

２４，０００円 

３５，０００円 

６１，０００円 

７８，０００円 

１４０，０００円 

２３０，０００円 

４６０，０００円 
 

 を  

２７，０００円 

４２，０００円 

７３，０００円 

９３，０００円 

１６０，０００円 

２７０，０００円 

５５０，０００円 
 

 に改め、 

  」    」  

同部中間検査の合格証交付を受けた建築設備に関する完了検査申請手数料の項を

削り、同表３の部中「（法第８７条の４又は第８８条第１項において準用する場合を

含む。）」を「又は第１８条第２９項」に改め、同部建築設備及び工作物に関する中

間検査申請手数料の項を削り、同表４の部中「第７条の６第１項第１号又は第２

号」を「第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第３８項第１号若し

くは第２号」に、「承認」を「認定」に改め、同表２１の部中「第５７条の２第３項」

を「第５７条の５第３項」に改め、同表５７の部第３号中「前号」を「第１号」に

改め、「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額」の次に「を合算した金額」

を加え、同号アを次のように改める。  

ア 床面積（建築する建築物の当該建築に係る部分の床

面積に限る。）の合計に応じ、１の項に定める金額  



 別表第２の５８の部第３号ア中「前項第３号ア」を「１の項」に改め、同表６０

の部第１号ア中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、同部第２号を次のように改

める。 

(2) 前号の申請に併せて行う法第６条第１項の規定による

確認の申請に対する審査  次に掲げる金額を合算した金

額 

   

 ア 床面積（建築物を建築する場合にあっては当該建築

に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様

替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１）の合計に応じ、１の項に定

める金額 

イ  構造計算適合性判定を要する

建築物に該当する建築物 

申 請 １ 件 に つ き 

５７の項 第３号イ

に定める金額 

ウ  法第８７条の４に規定する建

築設備が設置される建築物  

１の建築設備ごと

に５７の項 第３号

ウに定める金額 

 別表第２の６１の部第２号ア中「前項第２号ア」を「１の項」に改め、同号イ及

びウを次のように改める。  

イ  構造計算適合性判定を要する

建築物に該当する建築物 

申 請 １ 件 に つ き 

５７の項 第３号イ

に定める金額 

ウ  法第８７条の４に規定する建

築設備が設置されている建築物  

１の建築設備ごと

に５８の項 第３号

ウに定める金額 

 別表第２の６２の部及び６３の部を次のように改める。  

６２ 建築物のエ

ネルギー消費性

能の向上等に関

する法律第１１

条第１項又は第

１２条第２項の

規定による建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定 

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料  

(1) 一戸建ての住宅に係る建築物の場合  次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   

 ア  性能基準（建築物エネルギー消費性能基準であっ

て、市長が指定するものをいう。以下この項において

同じ。）を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

  

   床面積の合計 申請１件につき 

  ２００平方メートル未満 ３２，０００円 



   ２００平方メートル以上 ３６，０００円 

  イ  性能基準と仕様基準を併用する場合  次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  

  床面積の合計 申請１件につき 

  ２００平方メートル未満 ２４，０００円 

   ２００平方メートル以上 ２６，０００円 

 (2) 非住宅部分の全部を工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは

処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売

市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他

の処理施設の用途に供する建築物の場合  次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 

 ア  モデル建物法（建築物エネルギー消費性能基準で  

あって、市長が指定するものをいう。以下この項にお

いて同じ。）を用いた場合 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

  

  床面積の合計 申請１件につき 

  ３００平方メートル未満 １８，０００円 

  ３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満 

２５，０００円 

  １，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満 

３５，０００円 

  ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

８９，０００円 

  ５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満 

１３０，０００円 

  １０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満 

１６０，０００円 

  ２５，０００平方メートル以上 ２００，０００円 

 イ 標準入力法・主要室入力法（建築物エネルギー消費

性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下

この項において同じ。）を用いた場合  次に掲げる区 

  分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   

 

   床面積の合計 申請１件につき 



  ３００平方メートル未満 ２１，０００円 

   ３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満 

２９，０００円 

  １，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満 

４０，０００円 

   ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

９５，０００円 

   ５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満 

１４０，０００円 

   

  １０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満 

１７０，０００円 

  ２５，０００平方メートル以上 ２１０，０００円 

(3) 第１号及び前号に掲げる建築物以外の建築物の場合  

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を

合算した金額 

 

 ア 住宅（イに係るものを除く。）の用途に供する部分

の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  

    (ｱ) 性能基準を用いる場合  次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額  

    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ２００平方メートル未満 ３２，０００円 

    ２００平方メートル以上 ３６，０００円 

   (ｲ) 性能基準と仕様基準を併用する場合 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ２００平方メートル未満 ２４，０００円 

    ２００平方メートル以上 ２６，０００円 

  イ  共同住宅等の用途に供する部分の場合  次に掲げ 

  る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   

   (ｱ) 性能基準を用いる場合  次に掲げる区分に応 

   じ、それぞれ次に定める金額  

    



    床面積の合計 申請１件につき 

    ３００平方メートル未満 ６５，０００円 

    ３００平方メートル以上 １００，０００円 

    ２，０００平方メートル未満  

    ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

１８０，０００円 

    ５，０００平方メートル以上 ２６０，０００円 

   (ｲ) 性能基準と仕様基準を併用する場合  次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ３００平方メートル未満 ４８，０００円 

    ３００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満 

８０，０００円 

    ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

１４０，０００円 

    ５，０００平方メートル以上 ２００，０００円 

  ウ  非住宅の用途に供する部分の場合  次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   

   (ｱ) モデル建物法を用いる場合 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ３００平方メートル未満 ８２，０００円 

    ３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満 

１００，０００円 

    １，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満 

１３０，０００円 

    ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

２２０，０００円 

    ５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満 

２９０，０００円 

    １０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満 

３４０，０００円 

    ２５，０００平方メートル以上 ４００，０００円 

   (ｲ) 標準入力法・主要室入力法を用いる場合  次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額  



    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ３００平方メートル未満 ２１０，０００円 

    ３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満 

２６０，０００円 

    １，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満 

３４０，０００円 

    ２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満 

４９０，０００円 

    ５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満 

６００，０００円 

    １０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満 

７１０，０００円 

    ２５，０００平方メートル以上 ８１０，０００円 

６３ 建築物のエ

ネルギー消費性

能の向上等に関

する法律第１１

条第２項又は第

１２条第３項の

規定による建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定又は建築物エ

ネルギー消費性

能確保計画の軽

微な変更である

ことの証明の申

請 

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネル

ギー消費性能適合性判定手数料又は軽微な変更証明手数料 

前項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の区分に

応じ、それぞれ同項に規定する手数料の金額の２分の１に相当す

る金額 

 別表第２の６４の部を削り、同表６５の部中「第３４条第１項」を「第２９条第

１項」に改め、同部第１号ア中「第３５条第１項第１号」を「第３０条第１項第１

号」に改め、同号イを次のように改める。  

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

 

 

  (ｱ) 一戸建ての住宅の場合  次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額  



  

   ａ  誘導性能基準（建築物

エネルギー消費性能誘導 

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項 第１号ア 

  基準であって、市長が指

定するものをいう。以下

この項において同じ。）を

用いる場合  

に定める金額  

  ｂ 誘導仕様基準（建築物エネルギー消費性能誘

導基準であって、市長が指定するものをいう。

以下この項において同じ。）を用いる場合  

   

     床面積の合計  申請１件につき  

   ２００平方メートル未満 １６，０００円 

   ２００平方メートル以上 １８，０００円 

  ｃ  誘導性能基準と誘導仕

様基準を併用する場合  

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項第 1 号イ

に定める金額  

 (ｲ) (ｱ)に掲げる場合以外の場合  次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額  

  

  ａ 住宅部分（共同住宅等に係るものを除く。）  

   

   (a) 誘導性能基準を用

いる場合 

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項第３号ア

（ｱ）に定める金額 

   (b) 誘導仕様基準を用いる場合  次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    

     床面積の合計 申請１件につき 

    ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル未満 

１６，０００円 

    ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト １８，０００円 

    ル以上  

   (c) 誘導性能基準と誘

導仕様基準を併用す 

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項第３号ア 

   る場合 （ｲ）に定める金額 

  ｂ 共同住宅等の部分 

   



   (a) 誘導性能基準を用 申 請 １ 件 に つ き  

   いる場合 ６２の項第３号イ

（ｱ）に定める金額 

   (b) 誘導仕様基準を用いる場合  次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    

    床面積の合計 申請１件につき 

    ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル未満 

３１，０００円 

    ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以上２，０００平

方メートル未満 

５３，０００円 

    ２，０００平方メー

トル以上５，０００

平方メートル未満 

９７，０００円 

    ５，０００平方メー

トル以上 

１４０，０００円 

   (c) 誘 導 性 能 基 準 と

誘 導 仕 様 基 準 を 併

用する場合  

申 請 １ 件 に つ き  

６２の項第３号イ

(ｲ)に定める金額  

  ｃ 非住宅部分 

   

   (a) モデル建物法（建築

物エネルギー消費性

能誘導基準であって、

市長が指定するもの

をいう。次項において

同じ。）を用いる場合 

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項 第３号ウ

(ｱ)に定める金額 

   (b) 標準入力法・主要室

入力法（建築物エネル

ギー消費性能誘導基

準であって、市長が指

定するものをいう。次 

項において同じ。）を

用いる場合 

申 請 １ 件 に つ き 

６２の項 第３号ウ

(ｲ)に定める金額 

 別表第２の６５の部第２号を次のように改める。  

(2) 前号の申請に併せて行う法第６条第１項の規定による

確認の申請に対する審査  次に掲げる金額を合算した金  



 額 

   

ア 床面積（建築物の建築をする場合にあっては当該建  

 築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模

様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の１）の合計に応じ、１の項に

定める金額 

 イ  構造計算適合性判定を要する

建築物に該当する建築物 

申 請 １ 件 に つ き 

５７の項 第３号イ

に定める金額 

ウ  法第８７条の４に規定する建

築設備が設置される建築物  

１の建築設備ごと

に５７の項 第３号

ウに定める金額 

 別表第２の６５の部を同表６４の部とし、同表６６の部中「第３６条第１項」を

「第３１条第１項」に改め、同部第１号イ(ｳ)を次のように改める。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合  次に掲げ

る金額を合算した金額 

 

  ａ  計画の認定を受けた住

宅部分（共同住宅等を除

く。） 

前項第１号イ(ｲ)ａ

に定める場合の区

分に応じ、それぞれ

に定める手数料の

２分の１に相当す

る金額 

 ｂ  計画の認定を受けた共

同住宅等の部分  

前項第１号イ(ｲ)ｂ

に定める場合の区

分に応じ、それぞれ

に定める手数料の

２分の１に相当す

る金額  

 ｃ  計画の認定を受けた非

住宅部分  

前項第１号イ(ｲ)ｃ

に定める場合の区

分に応じ、それぞれ

に定める手数料の

２分の１に相当す

る金額  

 ｄ  新たに追加する住宅部

分、共同住宅等の部分又  

前項第１号イ(ｲ)に

定める場合の区分  



 は非住宅部分  に応じ、それぞれに

定める手数料に相

当する金額  

 別表第２の６６の部第２号ア中「前項第２号ア」を「１の項」に改め、同号イ中

「前項第２号イ」を「５７の項 第３号イ」に改め、同号ウ中「当該建築設備

の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る１の建築設備ごとに８，０００

円（小荷物専用昇降機については、６，０００円）、新たに設置する建築設備にあっ

ては前項第２号ウ」を「５８の項第３号ウ」に改め、同部を同表６５の部とし、同

部の次に次の１部を加える。  

６６ 高齢者、障害

者等の移動等の

円滑化の促進に

関する法律（平成

１ ８ 年 法 律 第 

９１号）第１７条

第４項の規定に

基づく特定建築

物の建築等の計

画の認定に伴う

適合通知の申出 

特定建築物の建築等の計画の認定に伴う適合通知の申出に

対する審査手数料 次に掲げる金額を合算した金額  

 

(1) 床面積（建築物を建築する場合にあっては当該建築に係

る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする

場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積

の２分の１）の合計に応じ、１の項に定める金額 

(2) 構造計算適合性判定を要する

建築物に該当する建築物 

申請１件につき５７の項

第３号イに定める金額 

(3) 法第８７条の４に規定する建

築設備が設置される建築物  

１の建築設備ごとに５７

の項第３号ウに定める金

額 

 別表第２の６７の部を次のように改める。  

６７ 高齢者、障害

者等の移動等の

円滑化の促進に

関 す る 法 律 第 

１８条第２項に

おいて準用する

同法第１７条第

４項の規定に基

づく特定建築物

の建築等の計画

の変更の認定に

伴う適合通知の

申出 

特定建築物の建築等の計画の変更の認定に伴う適合通知の

申出に対する審査手数料 次に掲げる金額を合算した金額  

(1) 床面積（建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該

計画の変更に係る部分の床面積の２分の１、床面積の増加

する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の

計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場

合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の２分

の１）の合計に応じ、１の項に定める金額 

(2) 構造計算適合性判定を要する

建築物に該当する建築物 

申請１件につき５７の項

第３号イに定める金額 

(3) 法第87条の４に規定する建築

設備が設置される建築物 

１の建築設備ごとに５８

の項第３号ウに定める金

額 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第１宅地造成等規



制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第１項の規定に

よりなお従前の例によることとされる改正前の宅地造成等規制法（次の部におい

て「旧法」という。）第８条第１項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の

申請に対する審査の部の改正規定及び同表旧法第１２条第１項の規定に基づく

宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査の部を削る改正

規定については、規則で定める日から施行する。  

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係

る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例

による。 


